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ご 挨 拶 

 

愛媛大学女性未来育成センター長 

愛媛大学大学院理工学研究科教授 

小 島  秀 子 

              

 愛媛大学は、平成 22 年度に文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事業

に採択されたことを受け、実施母体として女性未来育成センターを同年 7月に設立しました。本格

的に活動を開始してから実質的に 1 年半経った平成 23 年度末現在、ほとんどのプログラムは立ち

上がっており、この間、ご支援とご協力をいただきました学内外の皆様には心よりお礼申し上げま

す。 

 本事業の「愛媛大学女性研究者育成プラン」は、女性研究者が活躍できる環境を整備するのみな

らず、次世代育成も図り、最重要課題として女性教員増員にも取組むという、全世代対応のプログ

ラム構成となっており、最終的には女性研究者を持続的に育成する仕組み作りを目指しています。 

 トップニュースは、平成 23 年 9 月に本学で２カ所目となる保育所「えみかキッズ」が城北メイ

ンキャンパスに開設されたことです。また、長期休暇中の学童保育も始めるなど、本学の育児に関

するインフラ整備はかなり進みました。子育て中の女性・男性研究者に研究支援員を手当する研究

支援制度は、実質的な支援として大変好評です。これまで理系女性研究者は数が少なく孤立しがち

でしたが、セミナー・交流会を通じて気軽に情報交換できるようになりました。女子中高生への理

工系進路選択支援イベントは、生徒、保護者の双方に好評で、今後も継続したいと思います。 

 平成 24 年 1 月に開催した第 2 回四国女性研究者フォーラムでは、文部科学省高等教育局長の板

東久美子氏にご講演いただき、「多様な人材育成や知的創造の中核であり、強い社会的使命を持ち、

グローバルな視点が重要である大学こそ男女共同参画の推進を」という力強いメッセージをいただ

きました。女性教員増員は、工学部では今年度、本学で初めての女性限定公募を行うなど、変化の

兆しは現れ始めています。平成 24年 3月に開催した事業評価委員会では、「地域の大学に適合した

プログラムを隙間無く実施している。」との評価をいただきました。 

 

 事業最終年度となる平成 24 年度は、これまで立ち上げたプログラムを検証し、より実効性を高

めるとともに、地域連携、学生への裾野拡大などについて重点的に取組み、事業全体を充実させて

いく予定です。 

 

 この事業がきっかけとなって、女性研究者はもとより、学生・教職員の一人ひとりが生き生きと

活躍できる愛媛大学となるよう、今後もセンターは活動を続けて参りたいと思います。そのために

もなお一層のご支援とご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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Ⅰ．事業概要 

 

愛媛大学は、「学生中心・地域貢献・最先端研究・世界貢献」を４本柱としており、多様な人材

を必要としていますが、女性教員は非常に少ないのが現状です。本学は、この事業を女性にターゲ

ットをあてた人材育成と捉え、実施母体として女性未来育成センターを設置しました。本事業では、

「愛媛大学女性研究者育成プラン」に基づき、女性研究者へのキャリア支援、育児支援、意識改革

により女性研究者活躍のための環境整備を行い、女子学生へのキャリアパス支援、女子中高生への

理系進路選択支援により次世代育成を図るとともに、最重要課題である女性教員増員は、2020年ま

でに 20％に拡大する数値目標設定と、愛大式ポジティブアクションの実施により積極的に取組みま

す。このような各世代に対応したプログラムを一体的に推進し、優れた女性研究者を持続的に育成

するための仕組み作りを目指します。 

 

１．愛媛大学の現状 

【女性研究者に関する現状及び今後の見通し】 

 愛媛大学は、法文学部・教育学部・理学部・医

学部・工学部・農学部の６学部と大学院７研究科

からなる、学生約１万人を擁する四国最大の総合

大学です。 

 平成 22 年 5 月１日現在、本学の専任教員 846

人中、女性教員は 11.8％（100 人）と低い比率に

とどまっています。また、職階が上位になるに連

れて女性比率は低くなります。理系学部に限ると

さらに深刻で、理学部・工学部・農学部合わせた

教員 270人に対して、女性比率はわずか 4.8％（13

人）と極端に低く、女性教授は 1人しかいません。 

 一方、学生と教員の女性比率を比較すると、学

部学生は４割、大学院生はほぼ 4分の 1を女性が

占めるのに対し、教員は 10分の 1しかいない状況

です。本学は地域にあって輝く大学として、知的

創造の中核的役割を担っており、多様な人材を必

要としています。女子学生にとって身近なロール

モデルとなる女性教員を増やすことは、女子学生

の拡充と女性研究者数の増加につながります。女

性教員増員は、愛媛大学の生き残りのための最重

要課題であり、本事業により、全学を挙げて女性

研究者への支援を行い、女性教員の採用を増やし

て参ります。 
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【女性研究者支援に関するこれまでの取組状況】 

 本学の女性教員の採用促進と勤務・生活上の条件整備は、平成 16 年からの中期目標・中期計画

に基づき、人事の適正化の一環として取り組んできました。平成 19 年度には男女共同参画推進委

員会を設置し、同年アンケートを実施し、「一人ひとりの個性が輝く大学と社会をめざして」の『宣

言』と、『提言』を発表して本学の男女共同参画推進は本格的にスタートしました。平成 20 年度か

らは各部局における男女共同参画行動計画を策定し、毎年見直しています。平成 22年度から始まっ

た第２期中期目標・中期計画に、提言を実行することを明記し、時代に適合した大学へと改革を進

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 女性教員の採用拡大への取り組みとして、本学は平成 20年度に、教員採用の基本方針に女性の積

極的採用を打ち出し、能力が同等ならば女性を採用することと規定しました。平成 22年度からは、

すべての教員公募要領に、男女共同参画に配慮した選考を行うことを明記しています。 

 育児支援に関しては、平成 19 年度から医学部附属病院のある重信地区に院内保育所「あいあい

キッズ」を開設しました。平成 20 年度からは教職員に対して育児のための短時間勤務制度を導入

しました。次世代育成支援第２期行動計画を策定し、仕事と家庭の両立支援を進めてきました。ま

た、意識啓発セミナーも開催するなど、男女共同参画推進に取組んできました。 

 このように、本学は全学的に男女共同参画を推進してきましたが、女性研究者を育てるという観

点からの取組みはこれまで行われておらず、本事業によって開始することになりました。 
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２．事業内容 

 

 女性未来育成センターで取組む「愛媛大学女性研究者育成プラン」は、大きくは「女性研究者活

躍のための環境整備」、「次世代育成」、「女性教員増員」の３つの事業から構成されていますが、実

際には互いに密接に関連しています。特徴は、各世代に対応したプログラムを一体的に取組み、す

べての世代が成長する中で、優れた女性研究者を持続的に育成していくことにあります。 

 

 具体的には、「女性研究者活躍のための環境整備」として、育児中も研究を続けることができる

ように、学内保育所を新設し、夏休みなどの長期休みには学内学童保育を実施します。また、研究

支援員制度も実施します。女性研究者のキャリア形成を促進するために基盤となる、女性研究者ネ

ットワーク構築、キャリア相談室開設やメンター制度実施、セミナー・交流会を開催します。また、

男女共同参画、ダイバーシティ（多様性）推進に向けた意識改革セミナーを開催します。 

 

 「次世代育成」として、女子学生へのキャリアパスセミナーや女性研究者との交流会を開催しま

す。また、理系学部へ進学する女子学生を増やすために、女子中高生への理系進路選択支援イベン

トを開催します。学生が支援に参加し、その中で自ら学び成長する仕組み、「えみかキャリアサイ

クル」を構築することも目標の１つです。 

 

 最重要課題である「女性教員増員」については、具体策として、2020 年までの数値目標を設定

し、「愛大式ポジティブアクション 1 プラス 0.5」を実施して積極的に進めます。 

 【女性教員増員の具体策】 

1）女性教員の比率拡大の数値目標設定 

 ①全学の専任女性教員を 2020 年までに現在の 12％から 20％に引き上げる。 

  当面の目標として、3 年以内に 14％以上に増加させる。 

 ②理工農系部局の専任女性教員の比率を 2020 年までに現在の 5％から 15％に引き上げる。 

  当面の目標として、3 年以内に 8％以上に増加させる。 

2）「愛大式ポジティブアクション１プラス 0.5」実施による女性教員の採用促進 

 数値目標を達成するための積極的措置として、専任女性教員を採用した場合、助教人件費の 2

分の 1 分を、全学経費から当該学科に支給する。ただし、前任者が男性教員のポスト、あるい

は新規ポストに女性教員を採用した場合に限る。支給期間は１年限りとする。 

 

 情報発信・広報活動は、これらの事業を進めるために重要であり、ホームページやニューズレタ

ーなどの広報誌発行を通じて活発に行います。 
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事業内容 

事業 内 容 期待される効果 実績 

女
性
研
究
者
活
躍
の
た
め
の
環
境
整
備 

女性研究者へのキャリア支援 

  ◆ 女性研究者ネットワーク構築 

  ◆ 研究支援員制度実施 

  ◆ 相談室開設 

  ◆ 女性研究者メンター制度実施 

  ◆ 女性研究者セミナー・交流会開催 

 

▶情報交換の促進 

▶研究活動の持続 

▶キャリアの相談  

▶研究意欲の向上 

▶キャリア促進 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

育児支援 

  ◆ 学内保育所開設 

  ◆ 長期休み学内学童保育実施 

 

▶育児負担軽減と研究の

促進 

 

○ 

○ 

意識改革 

  ◆ 男女共同参画意識調査 

  ◆ 意識啓発セミナー・シンポジウム開催 

 

▶男女共同参画に向けた

意識改革 

 

○ 

○ 

地域連携 

  ◆ 男女共同参画推進による地域活性化 

  ◆ 地域連携セミナー・シンポジウム開催 

 

▶地域活性化促進 

▶情報交換・交流の促進 

 

 

○ 

次
世
代
育
成
支
援 

女子学生へのキャリアパス支援 

  ◆ 女子学生のキャリアパスセミナー・交流会開催 

  ◆ 学生への男女共同参画講義実施 

  ◆ 全世代育成システム「えみかキャリアサイクル」構築 

▶ロールモデルの提示 

▶研究者を目指す女子学

生の増加 

▶男女共同参画意識向上 

 

○ 

 

女子中高生への理系進路選択支援 

  ◆ 女子中高生の理系進路選択支援イベント開催 

  ◆ オープンキャンパス「理系女子コーナー」参加 

 

▶理系進学の女子中高生

増加 

 

○ 

○ 

女
性
教
員
増
員 

女性教員増員の具体策 

  ◆ 女性教員の比率拡大の数値目標設定 

  ◆ 「愛大式ポジティブアクション１プラス 0.5」実施 

    による女性教員の採用促進 

▶女性教員増員の理解の

促進 

▶女性教員の比率拡大 

▶人材の多様化促進 

 

 

 

情
報
発
信 

  ◆ ホームページ開設 

  ◆ リーフレット、ニューズレター、メールマガジン発行 

  ◆ ロールモデル集発行 

  ◆ 両立支援 BOOK 発行 

  ◆ アウトリーチ活動 

  ◆ 事業報告書発行 

▶情報の提供 

▶情報交換の場の提供 

▶ロールモデルの提示 

▶育児・介護の理解促進 

▶女性研究者支援促進 

▶事業への理解と協力 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
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３．達成目標（ミッションステートメント） 

1）出産・育児などにより、研究時間の確保が難しい女性研究者に、研究支援員制度を実施する。支

援員として大学院生を雇用する。 

2）長期休暇中の学内学童保育を実施する。学生を保育人材として雇用する。 

3）学生の支援参加を通じて、学生が自ら学び経験を積むことにより成長する、全世代育成システム

「えみかキャリアサイクル」を構築する。 

4）男女共同参画が大学全体の大きな潮流となるように、教職員、学生の意識改革を推し進める。 

5）全学の専任女性教員比率を、2020年までに現在の 12％から 20％に引き上げる。当面の目標とし

て３年以内に 14％以上に増加させる。 

6）理工農系部局の専任女性教員の比率を 2020 年までに現在の 5％から 15％に引き上げる。当面の

目標として３年以内に 8％以上に増加させる。 

 

【期待される波及効果】 

1）本事業の推進は、男女の全教職員、学生の啓蒙と意識改革を推し進めることとなる。また、本

学の取組みを社会に情報発信すること、男女共同参画意識をもった本学卒業生が社会で活躍す

ることなどを通じて、社会における「男女共同参画」の推進の原動力となり得る。 

2）育児などにより多忙な女性研究者に対する「研究支援員制度」は、研究時間を確保するための

実質的な支援策であり、他の大学も導入を図ることがあり得る。 

3）「えみかキャリアサイクル」は、幼児、中高生、学部生、院生、研究者のすべての世代が環状に

つながり、互いに助け合いながら成長する、全世代育成システムとして、他大学のみならず、

一般社会にも有用なシステムとなり得る。 

4）愛媛県は男女共同参画推進に積極的であり、本学もその仲間入りをすれば、本学が中心となっ

て地域連携を促進することができ、男女共同参画についても地元で認めてもらえるようになる。 

5）本学は、地方大学の一つであるが、2020年までの中長期的な具体的数値目標を設定し、「愛大式

ポジティブアクション 1プラス 0.5」を導入して、女性教員増員を積極的に進め、時代に合った

大学へとシステム改革を行うことは、他大学に対してインパクトを与える。 
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４．実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．実施内容 
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６．事業年次計画概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Ⅱ．事業実績 

 

 平成 22年度は、平成 23年度からの本格実施に向けて各プログラムの制度設計、実施準備を行い

ました。平成 23 年度前期にはほとんどのプログラムを立ち上げ、女性研究者活躍のための環境整

備、次世代育成、女性教員増員に一体的に取組んでいます。 

 

１．女性未来育成センターの設立と運営 

 女性未来育成センターは、全学的にこの事業を推進するために、平成 22年度 7月 13日、城北キ

ャンパス教育学部 4号館 3階に設置されました。10月には特定助教 2人、技術補佐員 2人のスタッ

フが揃い、本格的に活動を開始しました。 

 平成 22 年 11 月 5 日（金）午前 11 時から開所式を行いました。柳澤康信学長は、「愛媛大学で

は数年前から男女共同参画を推進してきたが、このたび女性研究者支援事業に採択され、本センタ

ーを中心として全学的に女性研究者の育成を進めていきたい。」と挨拶しました。続いて小島秀子

センター長は、「時代に適合した愛媛大学への変革を目指し、元気に女性研究者育成事業に取組み

たい。教職員、学生、地域の皆様のご理解とご協力をお願いしたい。」と意気込みを述べました。 

 

  

 

 

２．女性研究者活躍のための環境整備 

２−１．女性研究者へのキャリア支援 

2-1-1．女性研究者ネットワーク構築 

 女性研究者ネットワークは、事業取組みの基盤となるものであり、３方法で運用しています。 

a. 女性研究者（教員・研究員）にセミナー・交流会開催などの情報をメール配信。平成 23 年

9 月 12 日開始。 

b. 女性研究者同士の意見・情報交換の場として、センターのホームページに掲示板を平成 23

年 12 月 23 日開設。トップページのバナーからアクセス可。平成 24 年 3 月現在、会員登

録者 15 人。 

c. 女性研究者どうしが直接顔を合わせて気軽に会話を交わし、互いに知り合う中で自然にネッ

トワークが形成されることが一番大切なことから、セミナー・交流会などを開催して出会

いの場を提供。 
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2-1-2．研究支援員制度 

 育児で多忙な女性研究者が研究時間を確保し、研究活動を維持できるように支援員を配置する研

究支援員制度を導入し、研究支援員として人材バンクに登録した学生を雇用しました。学生は、支

援業務にあたる中で身近にロールモデル（お手本）に接して自身のキャリア形成ができ、次世代育

成を図ることも目標としています。 

 平成 23 年度前期に、小学校 6 年生までの子供をもつ自然系女性研究者（専任教員・特定教員・

特定研究員（博士研究員）・学振特別研究員 PD・RPD）を対象に、月 40時間までの支援を条件とし

て、最初の募集を行い、書類選考と面接選考を経て、3 人の利用者を決定しました。学生は所属す

る研究室の指導教員の支援員になることはできないことを条件として、人材バンクに登録した学生

とのマッチングを行い、3人の学生を研究支援員として雇用しました。 

 平成 23 年度前期に実施して明らかになった問題点は、学生はかなり忙しく、とくに医学部の学

生は講義がほとんど詰まっており、支援に割ける時間がとれないことでした。このため、後期から

は、外部からも支援員を雇用できることとし、また、支援時間を上限月 60 時間までに増やして募

集しました。募集締切り後の 9月末に、文部科学省から、従来の科学技術振興調整費「女性研究者

支援モデル育成」事業は、平成 23 年度から科学技術人材育成費補助金「女性研究者研究活動支援

事業」に変更されたのに伴い、対象分野を全分野に広げたこと、また、夫婦ともに研究者である場

合は男性研究者も支援対象とするとの通知があり、自然科学系分野も含めて再募集を行いました。

その結果、利用者は、男性研究者 3 人を含む 13 人に大幅に増えました。支援員は学生のみでは賄

えず、ハローワークを通じて外部からの支援員 8人も雇用しました。 

 本制度利用者からは研究の時間が増えたと大変好評です。また、支援員学生の中には、支援する

先生の分野の研究者になりたいという学生もでてきており、本制度は、次世代育成の一環としても

効果のあることがわかってきました。今後の課題の１つは、学生の支援員バンクへの登録者を増や

していくことです。 

 

 平成 23年度前期：利用者 3人（女性 3人）、研究支援員：学生 3人（学部生 2人、修士 1人） 

 平成 23年度後期：利用者 13人（女性 10人、男性 3人）、研究支援員：学生 11人（学部生 10人、 

          修士 1人）、外部 8人 
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2-1-3．相談室 

 女性研究者（教員、研究員）、大学院生等を対象として、研究を続けていく上での悩みを相談で

きる相談室（ひめルーム相談室）を平成 23年 7月 14日に開設しました。どのような相談にも対応

できるように、臨床心理士（月 1 回、4 時間）、キャリア・コンサルタント（月 2 回、各 4 時間）、

フェミニスト・カウンセラー（月 4回、各 4時間）の 3人の外部のカウンセラーに来ていただいて

います。相談は予約制をとっており、まだ利用率は低いですが、アンケート調査の結果、潜在的ニ

ーズはあることがわかりました。プチ講座の開催、相談室カードの配布などを通じて周知に努めて

います。 

   【相談室実績】 

 臨床心理士 

 

キャリア・ 

コンサルタント 

フェミニスト・ 

カウンセラー 

相談延べ人数（人） 6 1 6 

相談延べ時間（h） 6 1 8.5 

勤務時間合計（h） 36 64 124 

利用率（h/h ％） 16.6 1.6 6.9 
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2-1-4．女性研究者メンター制度 

 メンターとして男女の専任教員（教授、准教授、講師）が、メンティの女性研究者（教員・研究

員）および女子大学院生からのキャリア形成等について、相談に乗るメンター制度を平成 23 年 9

月 27 日から開始しました。メンターになる要件として、メンタリング研修の受講が必要です。外

部講師を招いて、メンタリング研修を、平成 23 年 6 月 27 日（城北地区）と 11 月 4 日（城北地区

と重信地区）に開催し、メンター、メンティの基礎的研修を行いました。メンター登録者は平成 24

年 3 月現在、11 人、メンティとしての利用者は１人です。今後、メンター登録者を増やすととも

に、メンター制度利用を促していく予定です。 
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2-1-5．女性研究者セミナー・交流会 

【第 1 回ランチ交流会】 

 平成 23年 5月 20日（金）の 12時〜13時、校友会館 2階サロンにおいて第 1回ランチ交流会を

開催しました。城北キャンパスだけでなく、農学部や医学部からも参加者が集まり、総勢 26 名の

様々な分野の学生・研究者が顔をそろえました。まず小島センター長からの挨拶のあと、全員が自

己紹介を行いました。その後、軽食を片手にお互いの研究分野や女性研究者ならではの話に花が咲

き、すぐに打ち解けた雰囲気となりました。立食形式で、気軽に話しながらも、あっという間に時

間が過ぎていき、まだまだ話し足りないといった ムードのなか、お開きとなりました。 

【第 2 回ランチ交流会】 

 平成 23 年 9 月 27 日（火）の 12 時〜13 時、校友会館 2 階サロンにおいて第 2 回ランチ交流会

を開催しました。今回は、9 月 27 日より女性研究者メンター制度の開始に伴い、メンターの先生

も参加しました。 

 

   

 

学部企画のセミナー・交流会 

 学部ごとに教育・研究の事情が異なるため、きめ細かく対応し、本事業の裾野を広げていくため

に、平成 23年後期から学部企画のセミナーや交流会を開催しています。 

 

【医学部企画の「女性研究者交流セミナー」】 

 平成 23年 12月 10日（土）、17時〜18時 30分、

医学部第一ゼミナール室(重信地区)において、医

学部の基礎系女性研究者 4人が、それぞれ研究紹

介を行いました。次いで、参加者どうしの意見交

換を行い、互いの親睦を深めました。 

 

【研究センター企画の「理系女性研究者紹介ラン

チョンセミナー」】 

 平成 24 年 1 月 13 日（金）12 時〜13 時 30 分、

総合研究棟 1増築棟 4階ゼミ室（城北キャンパス 

理学部構内）において、理系女性研究者 4人の研

究を紹介する気軽なランチョンセミナーを開催

しました。お昼を食べながら楽しく研究について

語り合いました。  
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２−２．育児支援 

2-2-1．学内保育所開設 

 平成 23年 9月 1日（木）、城北キャンパスに保育所「えみかキッズ」が開設されました。本学で

は、重信キャンパスの医学部附属病院の院内保育所「あいあいキッズ」に次いで２カ所目となりま

す。定員は 20 人で外部委託（株式会社ニチイ学館）により運営しています。平成 24 年 3 月現在、

保育児数は 10人ですが、新年度となる 4月からは増える見込みです。 

 「えみかキッズ」は、キャンパス中央部の教育学部 4号館 1階に位置しているため、乳幼児の様

子が日常的に目に触れ、キャンパスの雰囲気を変えると同時に、教職員や学生の男女共同参画の意

識の変化を起こすと期待されます。 

 なお、平成 19 年度に開設された院内保育所「あいあいキッズ」は、看護師の多い職場のため需

要が高く、保育児定員 30人からスタートして現在は 50人に増やしていますが、それでも需要に追

いつかず、来年度は改修工事を行い、定員 80人とする予定です。さらに来年度から重信地区では、

病児保育と毎日の学童保育も始める予定です。このように、本学の育児支援に関するインフラ整備

はかなり充実してきたと言えます。 
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2-2-2．長期休み学内学童保育 

 長期休暇中の学童保育は、子育て中の教職員のニーズが大きいため、実施することとしました。

対象は、教職員、学生の小学 1 年生〜6 年生の児童としています。当初の計画では、平成 22 年度

は準備期間でしたが、前倒しで平成 22 年冬休み学童保育を、男女共同参画推進専門委員会の主催、

当センターの協賛で試行しました。場所は、教育学部 4号館 1階で、保育業務を委託した愛媛大学

生協により畳が敷き詰められた部屋で実施しました。利用した 9人の小学生、保護者ともに満足度

が高く、平成 23 年度からは本格実施することとなりました。 

 平成 23 年夏休みからは、職員会館 1 階和室において実施しています。学童保育は大学の運営で

あり、当センターは学生イベントボランティア募集などの企画・情報発信面で協力しています。今

後の課題として、場所の確保とトイレなどの設備面の改善が挙げられます。 

 

 【学童保育実績】 

 ・平成 22年冬休み試行（平成 23 年 1 月 6〜8 日）：児童 9 人 

 ・平成 23年夏休み実施（平成 23 年 7 月 21 日〜8 月 31 日）：児童 17 人 

 ・平成 23年冬休み実施（平成 23 年 12 月 26〜27 日、平成 24 年 1 月 4〜6 日）：児童 8 人 

 ・平成 23年春休み実施（平成 24 年 3 月 26 日〜4 月 6 日）：児童 14 人（予定） 
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２−３．意識改革 

2-3-1．男女共同参画意識調査 

 平成 22 年度に、男女共同参画意識調査を全学の教職員と学生を対象として電子媒体で実施しま

した。ここでは、教職員と学生の回答傾向を比較しています。 

 なお、平成 24 年後期にも調査を行い、両方合わせて事業実施前と後の意識変化を検証し、「愛媛

大学男女共同参画意識調査報告書」としてまとめる予定です。 

 

 ・教職員対象：「教職員調査」 

 ・学生（学部生と大学院生）対象：「学生調査」 

 

【調査方法】 

 教職員調査は、調査対象者に対する一斉メールで調査依頼を行い、その文面に示したウェブ入力

用 URLに回答者がアクセスし、ウェブアンケートのシステム上に自ら回答を入力していただき、ア

ンケート公開期間終了後に入力された回答を回収しました。 

 学生調査は、就学支援システムの「アンケート一覧」に掲載されたウェブ入力用 URLに回答者が

アクセスし、ウェブアンケートのシステム上に自ら回答を入力していただき、アンケート公開期間

終了後に入力された回答を回収しました。 

 

【調査実施時期】 

 教職員調査：平成 23年 1月 1日～2月 28日 

 学生調査： 平成 22年 12月 17日～平成 23年 2月 28日 

 

【回答率】 

 教職員調査：有効回答率 19.4％（調査対象教職員数 2063人中、有効回答 400件） 

 学生調査： 有効回答率 5.9％（調査対象者 9742人中、有効回答 574件） 

 

【調査結果の概要】 

 学生よりも教職員の方が全体的に知識もあり、意識も高い傾向が伺われました。ただし一部の設

問については、学生の方がより認知が高い場合があり、高校までの教育による効果であると推察さ

れます。このことは、学生に対して、男女共同参画推進に向けての意識啓発が重要であることを示

唆しています。 
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【回答者について：教職員】 
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【回答者について：学生】 
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【資料：集計結果】 

 

Q1 あなたは「男女共同参画」という言葉を知っていますか。 

 

 教職員、学生ともに、「よく知っている」、「知っている」を合わせると、全体の約 7割を占め

ていました。 

 

 

図１ 「男女共同参画」の認知(%) 
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Q2 次の言葉のうちあなたが見たり聞いたりしたことがあるものをあげてください。(MA) 

 

 教職員、学生共に「男女共同参画」「ジェンダー」の認知が高いことがわかりました。教職員に

ついては、「ワーク・ライフ・バランス」が 71.0％と高かったが、学生は 40.4％と低かったのは、

社会人である教職員は自分の問題としてこの言葉を意識しているためだと考えられます。逆に、「女

子差別撤廃条約」について、学生は 73.0％と高かったが、教職員は 38.0％と低かったのは、現在の

大学生は高校までにこの条約について学習しているためだと考えられます。「ポジティブアクショ

ン」や「ダイバーシティ」を知らない人は、教職員で約 3分の 2、学生では 8割を超えており、これ

らの言葉の認知を高めていく必要があることが示唆されました。 

 

 

図２ 見聞きしたことのある言葉 

 

（%） 
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Q3 次にあげる愛媛大学において利用できる制度等のうちあなたが知っているものをあげてくだ

さい。（複数回答可） 

 

 いずれの制度も、教職員のほうが学生より認知が高かったが、よく知られている制度と、知られ

ていない制度の傾向は、教職員も学生も似ていました。 

 

 

図３ 知っている制度 

 

(%) 
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Q4 愛媛大学において、男女共同参画の観点から見た時、改善すべきと思われる項目についてあげ

てください。（MA） 

 

 教職員、学生共に「女性教職員の採用が少ない」ことを改善すべきだと見ており、特に学生につ

いてはこの項目を挙げた者が過半数を占めていました。逆に、「重要な仕事が女性（/女子）には

与えられない」、「女性職員（/女子学生）によるお茶くみ、掃除、コピー等の慣行」といったジ

ェンダー差別を改善すべきだと指摘する人は、学生の方が少いことがわかりました。 

 

 

図４ 改善すべき項目 

 

(%) 
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Q5 現在、愛媛大学において男女共同参画がどのくらい実現されていると思いますか。 

 

 「どちらかといえば実現されていない」「まだまだ不十分である」「全くできていない」と否定

的な反応を示した者は、教職員では 4割弱、学生では 2割未満でした。逆に、「わからない」と答

えた人は、教職員では 2割程度でしたが、学生は約 4割と高く、「男女共同参画が実現されている」

状態をイメージできていないことが伺われました。 

 

 

図５ これまでの学内の男女共同参画の実現度（％） 
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Q6 愛媛大学に置いて男女共同参画の実現についてどう思いますか。(SA) 

 

 教職員も学生も、「できる」と「難しいができる」を合わせると、約 3分の 2を占めていました

が、教職員は「難しいができる」、学生は「できる」の比率が高く、学生の方が現実感がないため

か、どちらかといえば楽観的でした。 

 

 

図 6 今後の学内の実現可能性（％） 
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Q7 愛媛大学の男女共同参画の実現において、それを阻む障害があるとすれば何ですか。(複数回

答可) 

 

 教職員も学生も「日本社会全体の問題」と見る傾向が強く、他もだいたい教職員の方が問題意識

を高く持っていました。一方、「わからない」と回答する比率は学生の方が高く、何が問題である

かを判断できていない様子が伺われました。 

 

 

図 7 実現を阻む障害（%） 

 

（％） 
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Q8 あなたは、愛媛大学における男女共同参画に関する以下の意見についてどう思いますか。（SA） 

 

 「(1)推進が必要」について「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」と答えた教職員は 7

割を超えていましたが、学生は 5割強に留まっていました。一方、「どちらともいえない」と答え

た比率は学生に高く、判断がついていない様子が伺われました。 

 

図 8(1)「愛媛大学では推進が必要」について 

 

 

 

「(2)推進の努力を惜しまない」について、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」と答え

た人を合わせると、教職員では 6割を超えていましたが、学生では 4 割強にとどまっていました。

一方、この項目についても、「どちらともいえない」と答えた人が、学生では 4割強と高く、これ

についても判断がついていない様子が伺われました。 

 
図 8(2)「私は推進の努力をおしまない」について 
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「(3)女子学生募集拡大は不可欠」について、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合

わせると、教職員では 3割弱でしたが、学生は 3割強と若干の差が見られました。この項目につい

ては、教職員の方が「どちらともいえない」の回答率が高いことがわかりました。 

 

図 Q8(3)「女子学生募集拡大は不可欠」について 

 

 

「(4)女性教員比率拡大は不可欠」については、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を

合わせると、教職員では過半数を占めていましたが、学生は 4 割強でした。この項目についても、

学生の方が「どちらともいえない」の回答率が高いことがわかりました。 

  

図 8(4) 「女性教員比率拡大は不可欠」について 
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Q9 社会全体でみた場合に、男女の地位は平等になっていると思いますか。(SA) 

 

 この設問については、教職員の過半数、学生の半数近くが「男性の方が優遇されている」と答え

ており、「女性の方が優遇されている」と大きな差が見られました。 

 

 

 

 

図 9 社会全体の男女の地位平等 
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Q10 今後男女が社会のあらゆる分野でもっと平等になるために最も重要と思うことは何でしょう

か。（MA） 

 

 教職員では、「女性が経済力や技術を身に着けること」、「法や制度」、「偏見や通念の改め」

の順で高く、学生は「偏見や通念の改め」が最も多いことがわかりました。 

 

図 10 より平等になるために最も重要なこと（MA） 
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Q11 愛媛大学において、男女共同参画にかかわる様々な問題を解決するために、苦情処理・不服

申立に関する制度を設けることについてどう思いますか。 

 

 教職員と学生のあいだに大きな差は見られませんでした。 

 

 

 

 

Q13 愛媛大学の城北地区に学内保育所が開設されたとしたら、利用したいと思いますか。（SA） 

 

 教職員の方が明確な利用意向が見られました。 

 

図 13 保育所利用動向(%) 

 

図 11 苦情処理・不服申立てに関する制度について 
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Q14 愛媛大学の城北地区に長期休暇（夏休み、冬休み、春休み）限定の学童保育所が設置された

としたら、利用したいと思いますか。(SA) 

 

 教職員の方が明確な利用意向が見られました。 

 

 図 14 学童保育利用意向（%） 
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2-3-2．意識啓発シンポジウム開催 

 

【キックオフシンポジウム】 

 平成 22年 11月 5日(金)、本事業の開始を記念して、南加記念ホールでキックオフシンポシウム

を開催しました。参加者は学内外合わせて 180人を超え、盛会となりました。 
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 柳澤康信学長は、「女性研究者支援の動きが活発化している中、今年度、文部科学省科学技術振

興調整費女性研究者支援事業に、本学を含め四国から 3大学が採択されました。この事業は女性に

ターゲットを当てた人材育成であり、本学の方向性に合致しています。全学を挙げて女性研究者育

成に取組む所存です。」と決意を表明しました。続いて、愛媛県知事補佐官永野英詞氏から祝辞をい

ただきました。 

 特別講演は、文部科学省科学技術・学術政策局基盤政策課の板倉周一郎課長により、「女性研究

者の現状と愛媛大学への期待」と題して行われ、「全国 55 採択校プログラム全体のトリとして、

先行大学の良いところを取り入れ、高い域を目指して、より良い成果を上げてほしい。」とのメッ

セージをいただきました。 

 基調講演は、東邦大学理学部長で日本女性科学者会会長の大島範子先生より、「Only One:男女

ともに一人ひとりが輝くために」のタイトルで行われ、先生ご自身の経験談も交えながら、「男女

一人ひとりか輝いて生きるため」に、「適正な労働時間設定」と「柔軟な働き方の導入」が不可欠

であり、人生様々なステージにおいて、ワーク・ライフ・バランスがとれるようにすることが重要

であることをわかりやすく話されました。 

 小島秀子センター長は事業説明を行い、「女性研究者が活躍できる環境整備と意識改革を行い、

女性教員を積極的に増員して、時代に適合した愛媛大学へと変革することは緊急の課題であり、元

気に取組みたい。教職員・学生・地域の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。」と述

べました。最後に曲田清維副学長が閉会辞を述べ、3 時間に亘る意義深いシンポシウムの幕が下り

ました。 
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【第 1回管理職セミナー】 

 平成 23年 1月 12日（水）、女性研究者支援と女性教員増員への意識啓発のために、第 1回管理

職セミナーを本学本部において開催しました。幹部教職員 51 人の参加がありました。最初の講演

では、東海大学名誉教授の佐々木政子先生より、「大学における男女共同参画を考える―女性研究

者支援とは？―」と題して、国内外の女性研究者の現状と男女共同参画の取組について、データや

実例を交えて力強くお話いただきました。続いての講演では、九州大学研究戦略企画室の上瀧恵里

子准教授より、「女性が活躍できる大学を目指して―九大方式女性教員採用・養成システム―」と

題して、女性研究者養成システム改革加速プログラムで全国に先駆けて実施中の、女性限定公募の

仕組みや、採用後の女性教員の成果とその効果について、データや実例を挙げて詳細にお話いただ

きました。講演は好評で、ポイント制、女性限定公募などについて質問が寄せられました。 
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【第 1 回愛媛大学女性未来育成センター公開シンポジウム】 

 平成 23年 3月 11日（金）、第 1回愛媛大学女性未来育成センター公開シンポジウムを総合情報メデ

ィアセンター・メディアホールにて開催しました。本シンポジウムは、ダイバーシティとワーク・ラ

イフ・バランスの重要性と、実現のための環境整備の必要性について、愛媛県地域の幅広い方々へ

の理解と意識改革を促すことを目的として、愛媛県と松山市の後援のもとに開催しました。参加者

数は、年度末の忙しい時期にもかかわらず、学内 54 人、学外 33 人の計 87 人あり、他大学関係者

だけでなく、愛媛県の地元企業や地域など幅広い層の方々の参加があり、本事業を地域連携で取組

んでいることを確認できたシンポジウムとなりました。 

 最初の学長挨拶では、学内保育所を来年度開設予定で進めていることが初めて報告され、学内外

の参加者から深い関心が寄せられました。 

 大阪大学大学院国際公共政策研究科長の松繁寿和教授による、「労働力基盤の変化と日本経済復

興のためのダイバーシティ」と題しての、労働経済学の視点からの講演では、少子高齢化社会の現

状と問題点、我が国では女性の能力が未だに生かされていない現状と、その解決に向けた取組例に

ついて紹介されました。また、女性が社会で活躍することに対して、①女性が働くための環境整備

にはコストがかかる、②女性が働くと出生率が低くなると言われていることに対して、現実には逆

であるということを、幾つかの事例を挙げて、女性が働くことの社会にとっての意味を経済学の視

点からわかりやすく話され、好評でした。 

 パネルディスカッションでは、「愛媛におけるダイバーシティとワーク・ライフ・バランス実現

について」と題して、愛媛県と松山市の男女共同参画の取組みについての紹介、本学の文系教員と

理系教員の自身の経験談などについての話題提供がありました。会場からは他大学関係者や行政機

関はじめ、地域企業や地域団体からの意見も出て、幅広い情報交換と意見交換の場となりました。 
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【第２回愛媛大学女性未来育成センター公開シンポジウム】 

 平成 23 年 10 月 19 日(水)、総合情報メディアセンター・メディアホールにおいて、第 2 回愛媛

大学女性未来育成センター公開シンポジウムを、「女性研究者の活躍促進―地域モデルを目指して

―」をテーマとして、愛媛県と松山市の共催のもとに開催しました。理系にかなり特化したプログ

ラムであった関係もあり、学内からの参加者は 84人と多く、学外からは 11人でしたが、様々な視

点からの女性研究者の実情が報告され、今後の女性研究者支援を進めていく上での課題が提示され

ました。 

 学長の開会挨拶では、9 月初めに保育所（えみか

キッズ）が城北キャンパスに開設されたことが報告

され、今後も継続的に教職員、学生の教育・研究と

育児の両立支援に取組む姿勢が示されました。また、

女性未来育成センターが発行したロールモデル集

を手にして、本学の女性研究者の活躍を広く知って

ほしいと呼びかけました。 

 基調講演は、有賀早苗・北海道大学女性研究者支

援室長により、「女性研究者の活躍促進のために大

学ができること、すべきこと」と題して、女性研究

者支援の豊富な経験に基づいた話をいただきまし

た。本学と同じく北大では、人材育成の一環として

女性研究者支援が行われていること、様々な負荷が

かかりやすい女性研究者の抱える問題は、全研究者

の諸問題が凝縮・顕在化していると捉え、「優秀な

若手研究者・学生が集まる魅力的な研究・教育の場

作り」を進めることで、女性が活躍しやすい環境を

実現すべく、総合的な支援策を進めていることを話

されました。また、北大で現在進めている文部科学

省「女性研究者支援システム改革加速プログラム」

では、着実に女性研究者が増加していることが報告

されました。最後に、女性研究者支援の効果を本事

業の短期間中に求めるのは無理で、大学として独自

に長期間継続する覚悟が必要と述べられました。 

 小島秀子センター長は、センターが設立されてか

ら実質的に１年経ち、今年度前期でほぼ全てのプロ

グラムが立ち上がったことを報告しました。 

 次いで、「女性研究者の実情と課題」をテーマに

したパネルディスカッションでは、まず、愛媛県産

業技術研究所の鈴木貴明技術開発部長は、愛媛県で

は優秀な人材を公平に採用することで女性比率が

伸びており、県庁職員、研究職員ともに約 20％を女 
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性が占めるようになったことが報告されました。理学部の土屋卓也先生は、本学で初めての男性の

育児休暇取得について、堀利栄先生は、この夏に子連れで滞在されたスウェーデンでの子育て事情

について、それぞれ体験談を話されました。工学部の八尋秀典先生は、工学部は女子学生、女性教

員ともに非常に少ないことをデータを示して話し、工学部生き残りのために両方とも増やしていく

必要があると述べられました。農学部の高山弘太郎先生は、学部の取組みと女性学生へのインタビ

ューについて報告されました。杉浦美羽先生は、研究者の魅力とキャリアパスの例について話され、

研究者には女性も男性もないと結論されました。このように非常に盛り沢山の内容でしたが、様々

な視点から女性研究者の実情が浮き彫りになり、今後の女性研究者支援を進めていく上での課題が

いくつも提示されました。最後の閉会挨拶で、曲田清維副学長は、地域のモデルとなるべく愛媛大

学としての今後の抱負を述べ、閉会となりました。 
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【愛媛大学女性未来育成センター・医学部ジョイントセミナー】 

 平成 23年 6月 24日(金)、愛媛大学女性未来育成センター・医学部ジョイントセミナーを医学部

総合教育棟第 1ゼミナール室（重信地区）にて、医学部と共催で開催しました。本学の医学部と附

属病院は、若手の女性研究者・女性医師の定着率が低く、上位職が育たない問題を抱えています。

徳島大学でも同じ問題を抱えており、「女性研究者研究活動支援事業」の中で、その対策プログラ

ムを実施していることから、当センターと医学部のジョイントセミナーを開催し、徳島大学 AWAサ

ポートセンター長の本仲純子先生に、「徳島大学 AWA(OUR)サポートシステム」と題してご講演いた

だきました。また、女性未来育成センターで推進中の「愛媛大学女性研究者育成プラン」事業紹介、

附属病院で実施中のマドンナサロンについても紹介も行い、医学部・附属病院での問題解決に向け

ての勉強会としました。 

 安川正貴医学系研究科長は、教授や運営委員会委員等の上位職に就く女性がほとんどいない状況

であり、女性が働き続けることできる環境作りが重要であること、そして、その環境を整える組織

作りが必要であると述べました。 

 これを受けて、医学部医学科と附属病院は、女性教員の定着率を上げ、上位職を増やしていく方

針を打ち出し、医学部独自の女性研究者・女性医師支援組織（あいサポート）を立ち上げました。

当センターはあいサポートと協力していくことになりました。 
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【第 2 回四国女性研究者フォーラム】 

 平成24年1月27日(金)、南加記念ホールにおいて、第2回四国女性研究者フォーラムを開催しまし

た。本フォーラムは、四国全体で女性研究者の育成を進めようと、未来を担う「若手の活躍促進」

をテーマに、「四国のマリー・キュリーを育てよう」をキャッチフレーズとして開催しました。共

催は、香川大学、徳島大学、鳴門教育大学、高知大学、後援は、愛媛県、松山市、男女共同参画学

協会連絡会から受けました。参加者は学内外合わせて200人を超え、盛会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 フォーラムに先立ち、プレイベントとして、ポスターセッションとランチ交流会を校友会館にお

いて開催しました。ポスター発表は、地元や全国の採択大学から約30件もの参加があり、互いに情

報交換が行われました。ランチ交流会も50人を超える参加者があり、立食形式で打ち解けた雰囲気

の中、気軽に意見交換・情報交換が行われ、ネットワーク作りの場となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 フォーラムは午後1時半から南加記念ホールで始まり、柳澤康信学長は開会挨拶で、四国は女性

研究者支援の空白地帯と言われていたが、平成22年度に四国の3大学が文部科学省「女性研究者支

援モデル育成事業」に採択されたのを機に、四国地域全体で女性研究者の育成を進めようと、昨年、

第1回目のフォーラムが香川大学主催で開催され、毎年持ち回りで開催することになった経緯につ

いて触れました。また、本学では女性研究者が活躍できるように育児等の環境整備を着々と進めて

いることを話しました。 

 続いて、前愛媛県知事の加戸守行氏による来賓挨拶では、絶妙な語り口で心温まるご祝辞をいた

だき、会場は一気に和やかな雰囲気に変わりました。 
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 板東久美子・文部科学省高等教育局長による、「女性研究者の活躍に向けて」と題しての基調講

演では、男女共同参画の理念と必要性、我が国の不十分な男女共同参画の現状と課題、また、女性

研究者活躍のための施策について、データに基づいて説得力ある語り口で話されました。講演の最

後に板東局長から、「多様な人材育成や知的創造の中核であり、強い社会的使命を持ち、グローバ

ルな視点が重要である大学こそ男女共同参画の推進を」という力強いメッセージがありました。 

 世界化学年・女性化学賞を受賞された相馬良枝・神戸大学特別顧問による、「世界化学年と女性

研究者」と題した特別講演では、プエルトリコでの受賞式の様子、研究者としての経験と女性研究

者支援について力を込めて話され、参加者に感動を与えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次いでパネルディスカッションでは、「若手研究者が輝く大学とは」をテーマに、四国内国立５

大学の、30代の専門分野の異なる男女 5人の若手研究者がパネリストとして登場しました。最初に

パネリスト 5人が、研究者としてのこれまでの歩みと、これから研究者として成長していくために

大学に対して望むことについて発表した後、研究、教育、育児などについてパネリストや会場の参

加者と議論を交わしました。締めくくりとして、コメンテーターの板東局長は、自らの子育ての経

験についてありのまま話され、会場の共感を呼びました。時間の関係上、質疑応答の時間は十分取

れませんでしたが、若手研究者が頑張っていることを十分アピールできたパネルディスカッション

となりました。 

 なお、本フォーラム報告書を冊子として発行しました。 
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２−４．地域連携 

 本事業を推進するにあたり、学内のみならず愛媛県地域と協力・連携して取組む計画を当初から

立てていました。この１年半でほとんどのプログラムを立ち上げることができ、最終年度となる平

成 24 年度は、「地域連携」を重点項目の１つとして取組む予定です。実際の地域連携の取組み方に

ついては思案を重ねてきましたが、三重大学が地域連携をテーマに推進した事業がモデルケースと

して参考になると思われました。このため本年度は、男女共同参画の視点に立った地域連携につい

ての勉強会として、社会連携推進機構とのジョイントセミナーを開催しました。 

 

【愛媛大学女性未来育成センター・社会連携推進機構ジョイントセミナー】 

 平成 24 年 3 月 1 日、校友会館サロンにおいて、社会連携推進機構とのジョイントセミナーを「男

女共同参画推進による地域活性化を目指して」をテーマに開催し、愛媛県、松山市及び市内の私立

大学等の関係者 15人を含む 40人の参加がありました。開会挨拶で、小島センター長は、事業最終

年度となる平成 24 年度は男女共同参画の視点に立った地域連携を重点項目として取組む予定であ

り、三重大学の成功例についての勉強会としてこのセミナーを開催したことを述べました。 

 講演は、三重大学男女共同参画コーディネーター・客員教授の鈴山雅子先生より、「地域の活性

化と男女共同参画の推進」と題してお話いただきました。鈴山先生の豊富な実践経験に裏打ちされ

た講演の後、質疑応答があり、大学の男女共同参画への姿勢が地域の活性化につながること、大学

内で地域を呼び込むだけでなく、大学から地域に出向く双方向の交流が大切であることなどが、参

加者との間で活発に討論されました。男女共同参画の推進において、これからは大学と地域自治体

等の連携が重要であることが認識され、意義深いセミナーとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴山雅子先生による講演 

セミナー会場の様子 
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３．次世代育成支援 

 

３−１．女子学生へのキャリアパス支援 

3-1-1．女子学生のキャリアパスセミナー・交流会開催 

【学生・若手研究者キャリアパスセミナー】 

 平成 22年 12月 22日(水)、学生・若手研究者キャリアハスセミナーを「100人の女性、100通り

のキャリアパス・・・女性活躍のためのステージについて一緒に考えませんか?」をキャッチフレ

ーズに、樽味、城北両キャンパスにおいて開催しました。年末の慌しい時期にもかかわらず、学生

や若手教員を中心にそれぞれ 30 人近くの参加がありました。樽味キャンパス(農学部)では女子学

生の参加が多く、城北キャンパスでは理工系男子学生の参加が多くありました。 

 講演では、京都大学女性研究者支援センター・特任教授の犬塚典子先生より、「女子力が創るイ

ノベーション」のタイトルでお話いただきました。国際社会において女性活躍が遅れている日本の

現状を指摘され、男女共同参画における日本の政策の歩みをご自身のキャリアを交えて紹介いただ

きました。また、これまで携わった九州大学と京都大学での女性研究者支援モデル育成事業につい

て、女性のキャリアパス支援方法や推進体制の事例を話され、参加者からは女性限定公募や研究支

援員制度等について様々な質問が寄せられました。 

 最後にクエスチョンタイムが設けられ、女性研究者がキャリアを継続するために自身に何か必要

か、どのような環境であればキャリアが継続できるか、また博士の学位を取得して研究者になって

良かったと思うこと等についての質問に、犬塚先生は事例や経験を交えて答えられ、意見交換が行

われました。キャリア継続には自身の努力が重要なのは当然であるが、人とのネットワークが活躍

の場を広げ、周囲の理解や支えがあったから継続できたという意見に参加者の多くが賛同していま

した。 
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【学部企画のセミナー・交流会】 

 学部ごとに学生の教育・研究の環境が異なるため、きめ細かく対応するために、また学生に本事

業をもっと身近に感じていただき、裾野を広げるために、平成 23 年後期から学部企画のセミナー

や交流会を開催していくことになりました。企画は、各学部の兼務センター員が行いました。 

 

 理学部企画として、平成 23年 12月 22日（木）、「女子の生き方応援セミナー」を開催しました。

第 1 部は、理学部の女性教員 2 人がそれぞれ、「研究職にはどんなカタチがあるの？男女で有利不

利があるの？」、「企業の開発現場を経験して思うこと」と題してスピーチし、話題提供を行いまし

た。第 2部では、みんなでココロのうちをはき出そう！の座談会を行い、自由に話を楽しみました。

また、将来の進路についての相談もありました。 

 

 農学部企画として、平成 24年 1月 18日（水）の 12時から 13時まで、樽味キャンパスの農学部

集会室において、「キャリア形成を考えるランチ会」を開催しました。男女の学生・教員合わせて

約 40 人集まり、立食形式の昼食をとりながら、気軽に楽しく話しをし、さまざまな意見交換・交

流を行いました。 
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3-1-2．学生への男女共同参画講義 

 大学は、男女共同参画意識を持った学生を育て、社会に送り出す責任があるため、全学の学生に

対して、男女共同参画に関する基本的な講義を受講させることを当初から計画していました。実施

可能な方策について、関係する先生方と話し合いを持つなど、検討を進めているところです。 

 

3-1-3．全世代育成システム「えみかキャリアサイクル」の構築 

 学生の支援への参加は、研究支援制度の支援員、学童保育のイベントボランティア、女子中高生

の理工系進路選択支援事業での講演、研究室見学、交流会、オープンキャンパスの理系女子コーナ

ーなど、単発的には行われていますが、継続的な参加の仕組み作りはこれから進める予定です。 
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３−２．女子中高生への理系進路選択支援 

3-2-1．女子中高生への理工系進路選択支援イベント開催 

 愛媛県男女参画課が、平成 21年と 22年に実施した「女子高校生の理工系チャレンジ支援事業」を

引き継ぎ、平成 23年度に女子中高生への理工系進路選択支援イベントを実施しました。工学系コー

ス（10月 1日（土））と理学系コース（10月 29日（土））の 2回実施しました。参加者募集は愛媛

県教育委員会を通じて行いました。 

 

 工学系コース（10月 1日（土））：女子中高生 24人、保護者 3人、教員 2人   計 29人 

 理学系コース（10月 29日（土））：女子中高生 44人、保護者 10人、教員 1人  計 55人 

 

 両コースともに、女子学生や卒業生の講演と、女子院生との交流会が好評でした。特に、工学系

コースで実施された研究室見学ツアーについては、ほとんどの参加者が高い満足度を示し、保護者

からこれまで工学部に抱いていたイメージが変わったとの意見をいただきました。参加者は、パン

フレットやホームページでは得られない知識や、体験学習を楽しみにしていることがわかりました。 
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3-2-2．オープンキャンパス理系女子コーナー参加 

 平成 23年 8月 8日〜9日、オープンキャンパスに参

加し、女子中高生の理系進学を応援する活動の紹介や、

現役の理工系分野の女子学生と話す、「理系女性チャ

レンジ！！」コーナーを設けました。愛媛県内外の女

子中高生や保護者が訪れ、受験科目の勉強法や志望学

科の授業内容などについて多くの質問が寄せられ、女

子学生が質問に答えました。 
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４．女性教員増員 

 

平成 22 年 5 月１日現在、愛媛大学の専任教員 846 人に対して、女性教員比率は 11.8％（100 人）

と低く、理系学部に限ると、理学部・工学部・農学部合わせた教員 270 人に対して、女性教員はわ

ずか 4.8％（13 人）の極端に低い比率にとどまっています。これに対して、学部生は４割、大学院

生はほぼ 4 分の 1 を女性が占めています。 

教員の女性割合は、職階が上位になるに連れて低くなっており、教育研究評議会（32 人）には女

性の評議員が 1 人いるのみで、管理・運営に携わる女性教員はほとんどいない状況となっています。 

全学の女性教員比率は漸増傾向にあるものの、平成 16 年（10.8％）から 23 年（11.6％）の 7 年

間でわずか 1％増加したにすぎません（図 4.1）。毎年平均 66 人の教員が新規採用されており、そ

のうち女性教員は 12 人（採用女性割合 19％）です（図 4.2）。すなわち、全学レベルでは新規採用

教員 5 人のうち 1 人は女性となっています。一方、理工農系学部については、この 7 年間に採用さ

れた教員総数 96 人中、女性はわずか 4 人（採用女性割合 4％）しかいません（図 4.3）。 

とくに、工学部は深刻で、女子学部生は 1 割に満たず、女性教員もわずか 2.3％（3 人）しかいな

い状況です。さらに、工学部はこの 10 年間、新規採用の女性教員はゼロという厳しい現実があり

ます。また、農学部の女子学部生は 5 割近を占めるにも拘わらず、女性教員は 6.1％（5 人）と一桁

低い比率となっています。医学部医学科と附属病院も、若手の女性研究者と女性医師の定着率が低

く、上位職が育たない問題を抱えています。 

 本学は、地域に立脚する大学として知的創造の中核的役割を担っており、多様な人材を必要とし

ています。女子学生にとって身近なロールモデルとなる女性教員を増やすことは、女子学生の拡充

と女性研究者数の増加につながります。女性教員の比率拡大は、愛媛大学の生き残りのための最重

要課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1 全学と学部別の女性教員比率の経年変化 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４−１．女性教員増員の具体策 

 最重要課題である「女性教員増員」は、具体策として、2020 年までの数値目標を設定し、「愛大

式ポジティブアクション 1 プラス 0.5」を実施して積極的に進めています。 

 

（1）女性教員の比率拡大の数値目標設定 

 ①全学の専任女性教員を 2020 年までに現在の 12％から 20％に引き上げる。当面の目標として、

3 年以内に 14％以上に増加させる。 

 ②理工農系部局の専任女性教員の比率を 2020 年までに現在の 5％から 15％に引き上げる。当面

の目標として、3 年以内に 8％以上に増加させる。 

（2）「愛大式ポジティブアクション１プラス 0.5」実施による女性教員の採用促進 

 数値目標を達成するための積極的措置として、専任女性教員を採用した場合、助教人件費の 2 分

の 1 分を、全学経費から当該学科に支給する。ただし、前任者が男性教員のポスト、あるいは新規

ポストに女性教員を採用した場合に限る。支給期間は１年限りとする。 

図 4.2 全学の新規採用教員数と女性採用比率 

図 4.3 理工農系学部の新規採用教員数と女性採用比率 
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４−２．経過と実績 

 平成 22 年度は、女性教員増員の数値目標と愛大式ポジティブアクションについて、部局長との

面談、意識啓発セミナー開催、ホームページ、ニューズレターなどの広報誌により全学周知に努め

ました。また、平成 23 年 1 月には第１回管理職セミナーを開催し、九州大学研究戦略企画室准教

授の上瀧恵里子先生より、「女性が活躍できる大学を目指して―九大方式女性教員採用・養成シス

テム―」と題して、全国に先駆けて実施している女性限定公募の仕組みや、採用後の女性教員の成

果とその効果について、データや実例を挙げて詳細にお話いただき、幹部教職員に対して、女性限

定公募は女性教員増員に不可欠であるとの認識を促しました。 

 平成 22 年度は、全学の新規採用教員数を 64 人のうちで、女性の採用は 6 人（女性採用比率 9.4％）

と例年よりも少なく（図 4.2）、女性比率は、21 年度の 11.8％から変化しませんでした。理工農系

学部については、平成 22 年度の新規採用の女性教員はゼロであり、逆に、理学部の准教授１人が

退職したため、理工農合わせた女性教員は、13 人から 12 人に減少しました。ただし、これまで理

系の女性教授は工学部に１人居るのみでしたが、平成 22 年度に理学部の女性准教授が教授に昇進

し、理系の女性教授は２人に増えました。 

 教員人事は各部局で行われるため、数値目標を設定しても実際に目標を達成することは容易では

ありません。このため学長は、平成 23 年 6 月開催の教育研究評議会において、「愛媛大学女性教員

の積極的増員に関する趣意書」を提出し、各部局長に女性教員の積極的採用を促しました。 

 平成 23 年度は、まだ数値には表れていませんが、変化の兆しは現れてきており、工学部では今

年度、本学で初めての女性限定公募を行い、平成 24 年度には女性教員 1 人が着任することになり

ました。農学部でも女性教員の昇進と新規採用の方向で検討を始めています。また、医学部医学科

と附属病院は、女性教員の定着率を上げ、上位職を増やしていく方針を今年度から打ち出し、医学

部独自の女性研究者支援組織（あいサポート）を立ち上げるなど、女性教員増員に向けての部局ご

との対応が始まっています。 

 「愛大式ポジティブアクション１プラス 0.5」については、平成 22 年 10 月から 23 年 9 月まで

に新規採用された女性教員に対する各部局からの申請を経て、2 人の新任女性教員に適用されまし

た。 
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５．情報発信 

５−１．ホームページ 

 愛媛大学女性未来育成センターのホームページを平成 23 年 2 月 23 日に開設しました。愛媛大学

ホームページのトップページにバナーを貼り、多くの方にアクセスしていただけるようにしていま

す。ホームページでは、センターでの取組み内容、活動報告、各種イベントなどの情報の発信に努

めています。ホームページの色彩は、明るいブルーとピンクに限定し、イメージの統一を図ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５−２．リーフレット、ニューズレター、メールマガジン等  

【リーフレット】 

 女性未来育成センターの役割と活動を紹介するリーフレットを平成 23 年 3 月に作成しました。

全教職員へ配布するとともに、研究室所属の学生、大学院生には指導教員を通じて配布しました。

新入生にはガイダンスで全員に配布しました。また、学生支援センター、ミュージアムなどの学内

施設に置かせていただくとともに、セミナー等の各種行事の際にも配布しています。 

【ニューズレター】 

 ニューズレター創刊号を平成 23 年 2 月に発行し、6 号まで発行しました。セミナー、イベント

などの報告記事を中心に掲載しています。学内の各部局、全国の採択大学に配布しています。 

 

 リーフレット、ニューズレターの PDF版は、ホームページからダウンロード可能としています。 
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【リーフレット】 
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【ニューズレター】 
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【メールマガジン】 

 メールマガジン「ひめーる創刊号」を平成 23 年 8 月に配信し、5 号まで配信しています。配信

対象者は、学内外の登録者と本学の女性研究者としています。配信登録は、センターホームページ

のトップページのメールサービス登録窓口から行うことができます。平成 24 年 3 月現在、登録者

数は 18 人です。 

 

【両立支援 BOOK】 

 子育てや介護と仕事の両立を支援するための冊子を平成 24 年 3 月に発行しました。 

 

５−３．ロールモデル集 

 女性教員の少ない本学は、女子学生・若手女性研究者にとっては身近にロールモデル（お手本）

が少ない環境にあるため、将来の指針の一助にしていただくために、ロールモデル集「素顔の愛媛

大学女性研究者」を平成 23 年 9 月に発行しました。本学の各分野で活躍している女性研究者に、

自分の書きたいことを、ありのまま率直に自由にとお願いして執筆いただきました。幸い、装丁、

内容ともに好評のため、平成 24年度はロールモデル集第 2 巻の発行を計画しています。PDF版はホ

ームページからダウンロード可能です。 
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５−４．アウトリーチ活動 

 

他機関シンポジウム参加・発表 

 

 

先行大学等訪問 
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Ⅲ．事業評価 

 

 愛媛大学女性研究者育成プランの事業評価は、当初は事業計画の中には入れていませんでしたが、評

価委員により客観的に検証・評価、提言をいただき、本事業を実りあるものとするために、平成 23 年

度に設置しました。評価委員会は設置要項に基づき、学外委員 2人、学内委員 1人から構成されます。 

 平成 24 年 3 月 6 日（火）10：00〜12：30、第 1 回事業評価委員会を開催し、本事業に関する平

成 22〜23年度の評価、提言を受けました。 

 

【総合評価・提言】 

 地域の大学に適合したプログラムを隙間無く実施していることが評価されました。今後は、研究

支援員制度や女性教員増員策等の実効性を検証することや、事業の継続に向けて、一部学内経費に

よる実績づくりを進めることも必要である等の提言を受けました。 
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今後に向けて 

 

 女性未来育成センターは、平成 22年度後期から 23年度の実質 1年半で、当初計画していたほと

んどのプログラムを立ち上げることができました。本事業が進むに連れて学内の理解は得られるよ

うになってきたと思います。この間、本学で 2つ目となる保育所「えみかキッズ」が城北メインキ

ャンパスに開設され、長期休暇中の学童保育も始めるなど、育児に関するインフラ整備はかなり進

みました。子育て中の女性・男性研究者への研究支援制度は、利用者から大変好評で、事業終了後

も継続できるように努力する必要があります。今まで孤立しがちであった理系女性研究者は、セミ

ナー・交流会などを通じて互いに会話を交わし、情報交換できるネットワークが形成されました。

女子中高生の理工系選択イベントは、生徒、保護者双方の満足度が高く、今後も継続して行う予定

です。今後は出張イベントも実施して理工系に興味を持つ女子中高生を増やしていき、理工系女子

学生の拡充につなげたいと思います。また、女子中高生の理工系選択イベントを核として、学生・

大学院生の自主的参加を進め、全世代育成システム「えみかキャリアサイクル」の構築を進める予

定です。 

 女性教員増員は、数値にはまだ表れていませんが、工学部では今年度、本学で初めての女性限定

公募を行い、平成 24年度からは 10年ぶりに女性教員が１人増える予定など、変化の兆しは現れ始

めています。今後は、なぜ女性教員を採用するのが難しいのかについての理由の検証や、学部ごと

の目標設定など、きめ細かい実質的な増員策を講じる必要があると思われます。 

 平成 24年 3月に開催した事業評価委員会では、「地域の大学に適合したプログラムを隙間無く実

施している。」との評価をいただきました。また、事業開始直後の平成 22 年 10 月に採点したお茶

大インデックス（女性が働き易い雇用環境を構築するためのチェック）は、点数 24点（100点満点）、

総合評価 D（A〜E）と低かったのですが、1年後にはそれぞれ 50点、Cに向上しています。 

 

 事業最終年度となる平成 24 年度は、これまで立ち上げたプログラムを検証し、より実効性を高

めるとともに、地域連携、学生への裾野拡大などについて重点的に取組み、本事業を全体的に充実

させていく予定です。 

 

   【地域連携】 

   【学生への男女共同参画講義の実施に向けての検討】 

   【全世代育成システム「えみかキャリアサイクル」構築】 

   【女性教員増員】 
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Ⅳ．資料 

 1）事業参加者リスト 

 2）女性未来育成センター活動年表 

 3）女性未来育成センター運営委員会議事 

 4）女性未来育成センター員打合せ会議事 

 5）事業評価委員会議事 

 6）新聞掲載記事 

 7）愛媛大学の教員・学生数 

 8）愛媛大学の女性教員・女子学生の状況 

 9）規程 
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事業参加者 

 

 氏 名 所属部局 職 名 役 割 

統括責任者 柳澤 康信  学長 統括責任 

実施責任者 曲田 清維  副学長 実施責任 

センター長 小島 秀子 
女性未来育成センター 

理工学研究科（工学系） 
教授 センター運営 

副センター長 佐藤 久子 理工学研究科（理学系） 教授 センター長補佐 

 

スタッフ 

前野 恵美 女性未来育成センター 特定助教 企画・推進 

塚原 久美 女性未来育成センター 特定助教 企画・推進 

藤原 三紀 女性未来育成センター 技術補佐員 事務全般 

山本 綾香 女性未来育成センター 技術補佐員 情報発信、広報 

 

 

 

 

兼務センター員 

兼平 裕子 法文学部 教授 運営の協力 

井上 彰 法文学部 准教授 運営の協力 

川瀬 久美子 教育学部 准教授 運営の協力 

堀  利栄 理工学研究科（理学系） 准教授 運営の協力 

松永 真由美 理工学研究科（工学系） 講師 運営の協力 

朱  霞 理工学研究科（工学系） 講師 運営の協力 

濵  耕子 医学系研究科 教授 運営の協力 

江口 真理子 医学系研究科 准教授 運営の協力 

柿原 文香 農学部 准教授 運営の協力 

高山 弘太郎 農学部 講師 運営の協力 

野本 ひさ 学生支援センター 教授 運営の協力 

杉浦 美羽 無細胞生命科学工学研究センター 准教授 運営の協力 

 

事務局 

上甲 克和 総務部 部長 事務体制の支援 

吉田 一恵 総務部人事課 課長 事務体制の支援 

武智 和康 総務部人事課 副課長 事務体制の支援 
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女性未来育成センター活動年表 

 



88 

 

 



89 

 

 



90 

 



91 

 

女性未来育成センター運営委員会議事 

 

第１回運営委員会   平成２３年９月１日（木） 

【議題】 

１．平成２３年度後期事業計画について 

２．第２回女性未来育成センター公開シンポジウムについて 

３．第２回四国女性研究者フォーラムについて 

４．女子中高生の理工系進路選択支援事業連絡会立ち上げについて 

５．外部評価委員会について 

【報告】 

１．平成２３年度前期進事業捗報告 

２．女性未来育成センター規程改正について 

３．女性未来育成センター運営委員会名簿 

【資料】 

１．事業計画概要案 

２．第２回愛媛大学女性未来育成センター公開シンポジウム開催要領案 

３．第２回四国女性研究者フォーラム開催要領案 

４．評価委員名簿案 

５．平成２３年度事業進捗報告 

６．国立大学法人愛媛大学女性未来育成センター規程 

７．運営委員会名簿案 

 

第２回運営委員会   平成２３年９月１５日（木） 

【議題】 

１．女性研究者の研究活動支援促進について 

２．第２回女性未来育成センター公開シンポジウムについて 

【資料】 

１．女性研究者研究活動支援促進 

２．愛大女性研究者育成プラン図 

３．第２回愛媛大学女性未来育成センター公開シンポジウム開催要領案 

 

第３回運営委員会   平成２３年１１月１０日（木） 

【議題】 

１．第２回四国女性研究者フォーラムについて 

２．事業評価委員会設置要項案について 

【報告】 

１．女性研究者の研究活動支援促進及び女子学生キャリアパス支援促進について 

２．その他 

【資料】 

１．第 2 回四国女性研究者フォーラム案 
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２．女性研究者育成プラン事業評価委員会要項 

 

第４回運営委員会   平成２３年１２月７日（水） 

【報告】 

１．キャリアパス支援（理学部・沿岸センター・医学部） 

２．第２回四国女性研究者フォーラムについて 

３．その他 

【資料】 

１．企画案１：女子の生き方応援セミナー 

２．企画案２：女性研究者紹介ランチセミナー 

３．企画案３：医学部女性研究者セミナー 

 

第５回運営委員会   平成２４年１月１１日（水） 

【議題】 

１．愛媛大学女性未来育成センター・社会連携推進機構ジョイントセミナーについて 

【報告】 

１．第２回四国女性研究者フォーラム 

２．キャリアパスセミナーについて（医学部・理学部・沿岸・農学部） 

 

第６回運営委員会   平成２４年３月１９日（月） 

【議題】 

１．センター運営について 

２．平成２４年度事業計画について 

【報告】 

１．第２回女性研究者フォーラムについて 

２．愛媛大学女性未来育成センター・社会連携推進機構ジョイントセミナーについて 

３．第１回事業評価委員会について 

【資料】 

１．平成２４年度事業計画 
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女性未来育成センター員打合せ会議事 

 

第１回センター員打合せ会   平成２２年１１月３０日（火） 

【議題】 

１．今年度実施予定事業 

２．今年度開催予定セミナー 

３．来年度実施予定事業 

【報告】 

１．女性未来育成センター発足について 

２．開所式について 

３．キックオフシンポジウムについて 

【資料】 

１．女性未来育成センター構成員名簿 

２．国立大学法人愛媛大学女性未来育成センター規程 

３．愛媛大学女性研究者育成プラン要旨 

４．愛媛大学女性研究者育成プランポスター 

５．開所式報告記事 

６．キックオフシンポジウムのパンフレット 

７．キックオフシンポジウム報告記事 

８．女性未来育成センター紹介、キックオフシンポジウム新聞記事 

９．アンケート案２種 

１０．研究支援員制度支援対象者案 

 

第２回センター員打合せ会   平成２３年３月２３日（水） 

【議題】 

１．兼務センター員の職務等について 

２．平成２３年度事業計画について 

【報告】 

１．平成２２年度事業報告について 

【資料】 

１．兼務センター員の職務等に関する申合せ案 

２．平成 2３年度愛媛大学女性未来育成センター事業計画案 

３．研究支援員制度改正 

４．女子中高生の理系進路選択支援事業 

５．平成２２年度事業報告 

６．四国内国立 5 大学宣言 

 

第３回センター員打合せ会   平成２３年８月２６日（金） 

【議題】 

１．平成２３年度後期事業計画について 
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２．第２回女性未来育成センター公開シンポジウムについて 

３．第２回四国女性研究者フォーラムについて 

４．メンター制の運用について 

５．女性研究者ネットワーク構築について 

【報告】 

１．平成２３年度前期進捗報告 

２．女性未来育成センター規程改正について 

３．運営委員会設置について 

４．外部評価委員会設置について 

【資料】 

１．事業計画概要案 

２．第２回愛媛大学女性未来育成センター公開シンポジウム開催要領案 

３．第２回四国女性研究者フォーラム開催要領案 

４．第 1 回四国女性研究者フォーラムチラシ 

５．メンター制度案 

６．女性研究者ネットワーク構築 

７．他大学女性研究者ネットワーク例 

８．平成２3 年度事業進捗報告 

９．国立大学法人愛媛大学女性未来育成センター規程 

１０．運営委員会名簿 

１１．評価委員名簿 

 

第４回センター員打合せ会   平成２３年１０月１３日（木） 

【議題】 

１．女性研究者研究活動支援促進について 

２．学生男女共同参画講座について 

【資料】 

１．女性研究者研究活動支援促進他大学例 

２．学生男女参画講座案 

 

第５回センター員打合せ会   平成２４年２月１６日（木） 

【議題】 

１．来年度事業計画について 

【報告】 

１．第２回四国女性研究者フォーラムについて 

２．愛媛大学女性未来育成センター・社会連携推進機構ジョイントセミナー について 

３．医学科女性支援組織について 

【資料】 

１．平成 24 度事業計画修正案 

２．平成 24 度事業計画カレンダー修正案 
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３．事業年次計画概要案 

４．地域連携イメージ図 

５．女性未来育成センター相談業務の改善について 

６．男女共同参画入門 

７．女性研究者環境改善素案 

８．愛媛大学女性未来育成センター・社会連携機構ジョイントセミナー趣旨 

９．愛媛大学女性未来育成センター・社会連携機構ジョイントセミナーチラシ 

１０．医学科女性研究者支援組織 
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事業評価委員会議事 

 

第１回事業評価委員会   平成２４年３月６日（火）10：00〜12：30 

【議事に先立ち】 

１．事業評価委員会開催の趣旨説明 

２．委員の紹介 

３．委員長の選出 

【議題】 

１．「愛媛大学女性研究者育成プラン事業」の説明と質疑応答 

２．「愛媛大学女性研究者育成プラン事業」に対する評価・提言 

【資料】 

１．国立大学法人愛媛大学女性研究者育成プラン事業評価委員会設置要項 

２．委員名簿 

３．活動報告書 
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新聞掲載記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター紹介記事 （愛媛新聞 2010 年 11 月 4 日付） 

愛媛大学キックオフシンポジウム （愛媛新聞 2010 年 11 月 6 日付） 

愛媛新聞社掲載了承済み 
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女子中高生の理工系進路選択支援 （愛媛新聞 2011 年 10 月 2 日付） 

四国女性研究者フォーラム （愛媛新聞 2012 年 1 月 28 日付） 

『注』「文部科学省生涯学習政策局の板東局長」とあるのは，「文部科学省高等教育局の板東局長」 

愛媛新聞社掲載了承済み 
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愛媛大学の女性教員・女子学生の状況 

 

 愛媛大学の専任教員（パーマネントポジション）は、平成 22年 5月 1日現在、846在籍しており、

そのうち女性教員は 100人、女性比率は 11.8％です。テンポラルポジションの教員と研究員は 114

人で、女性比率は 20.8％（30 人）です。両方合わせた全教員・研究員（全研究者）数は 990 人で

あり、女性比率は 13.1％となっています。 
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 愛媛大学の全学の専任教員数は、平成 16〜23年の間、850人前後で推移しています。そのうち女

性教員比率は漸増傾向にあるものの、平成 16 年度の 10.8％から平成 23 年度の 11.6％と 7 年間で

わずか 1％程度増加したにすぎません。 
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 愛媛大学の女性教員の比率は、職階が上がる毎に低下し、平成 22 年 5 月 1 日現在、教授ポスト

7.0％、准教授 11.2％、講師 15.3％、助教 18.4％となっています。 

 

 

 

教員の職階毎の男女比（平成 22年 5月 1日現在） 
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 男女別の教員の職階分布は、男性は、教授、准教授、助教の比がほぼ 4：3：2であるのに対して、

女性は 2：3：4であり、男性の 4割は教授、女性の 4割は助教となっています。 
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 愛媛大学の学部生の女性比率は約 4割、大学院の修士課程では約 25％、博士課程でも約 25％と、

教員の女性比率（12％）と比較するとかなり高くなっています。 
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 工学部の女子学生は 1割に満たず非常に低い比率です。一方、農学部は 45％、法文学部と教育学

部は約 6割が女子学生です。 
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規  程 

 

 

   国立大学法人愛媛大学女性未来育成センター規程 

 

                                                               平成２２年７月１３日 

                                                               規 則 第    ９２  号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人愛媛大学基本規則第３１条第２項の規定に基づき，国立大学法人愛

媛大学女性未来育成センター（以下「センター」という。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定

めるものとする。 

 （目的） 

第２条 センターは，女性研究者活躍促進のための環境整備と意識改革，女性教員の積極的な拡大等，

女性研究者がその能力を最大限に発揮できるよう，全学的に女性研究者に対する支援を行うことを目

的とする。 

 （組織） 

第３条 センターに，次の各号に掲げる職員を置く。 

 (1) センター長 

  (2) 副センター長 

 (3) センター員 

     ア 特定教員 

     イ 本学の専任教員 若干人 

 (4) 技術補佐員 

 （センター長） 

第４条 センター長は，愛媛大学（以下「本学」という。）の専任教員のうちから，学長が指名する者

をもって充てる。 

２ センター長の任期は，３年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任のセンター長

の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （副センター長） 

第５条 副センター長は，センター員のうちから，センター長が指名する者をもって充てる。 

２ 副センター長の任期は，３年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任の副センタ

ー長の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （センター員） 

第６条 センター員のイの者は，本学の専任教員のうちから，当該教員の所属する学部等 

 の長の同意を得てセンター長が推薦し，学長が委嘱する。 

２ センター員のイの者の任期は，３年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任の者

の任期は，前任者の残任期間とする。 

  (職務） 

第７条 センター長は，センターの業務を掌理する。 

２  副センター長は，センター長の職務を補佐し，センター長から指示された具体的な事項を行う。 

３ センター員は，センターの業務を処理する。 

４ 技術補佐員は，センターの業務に従事する。 

 （管理機関） 

第８条  センターの管理運営に関する重要事項は，国立大学法人愛媛大学役員会において 

 審議する。 

 （運営委員会） 

第９条 センターに，センターの運営に関する必要な事項を審議するため，センター運営委員会（以下

「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) センター長 
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(2) 副センター長 

(3) センター員のアの者 

(4) センター員のイの者 ３人以内 

(5) 男女共同参画推進専門委員会委員長 

(6) 人事課長 

３ 前項第４号の委員は，センター長が推薦し，学長が任命する。 

４ 第２項第４号の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，委員に欠員が生じた場合の後任

者の任期は，前任者の残任期間とする。 

５ 運営委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。 

６ 委員長は，運営委員会を招集し，その議長となる。 

７ 運営委員会は，委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。 

８ 議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数の場合は，議長の決するところによる。 

 （事務） 

第 10 条 センターに関する事務は，総務部人事課において処理する。 

 （雑則） 

第 11 条 この規程に定めるもののほか，センターに関し必要な事項は，別に定める。 

 

   附 則 

１ この規程は，平成２２年７月１３日から施行する。 

２ この規程施行後，最初に任命されるセンター長及び副センター長の任期は，第４条第２項及び第５

条第２項の規定にかかわらず，平成２５年３月３１日までとする。 

   附 則 

 この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は，平成２３年７月１３日から施行する。 

２ この規程施行の際，現にセンター員のイの職にある者及びこの規程施行後，最初に任命されるセン

ター員のイの者並びに第９条第２項第４号の委員の任期は，第６条第２項及び第９条第４項の規定に

かかわらず，平成２５年３月３１日までとする。 
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国立大学法人愛媛大学女性未来育成センター兼務センター員の職務等に関する申合せ 

平成２３年３月２３日 

制        定 

（職務） 

第１ 国立大学法人愛媛大学女性未来育成センター規程（以下「センター規程」という。）第３条第３

号イ及びウに定める兼務センター員の職務は，センター規程第７条第３項に基づき，次のとおりとす

る。 

(1) 国立大学法人愛媛大学女性未来育成センター（以下「センター」という。）と各部局等における女

性研究者等に関する情報を相互に提供すること。 

(2) 女性研究者に対するメンターとしての役割を担うこと。 

(3) センターが主催又は共催するイベント等の企画及び運営協力に関すること。 

(4) 女性研究者活躍促進のための部局等からの提案に関すること。 

（センター打合せ会） 

第２ センター長は，女性未来育成センター打合せ会（以下「センター打合せ会」）を次の  場合に

開催するものとする。 

(1) センターが主催又は共催するイベント等の目的に応じて，関わるセンター員に対して必要なとき。 

(2) その他センター長が必要と認めるとき。 

２ 兼務センター員は，センター打合せ会の構成員となる。 

 

附 則 

１ この申合せは，平成２３年３月２３日から施行する。 

２ この申合せは，平成２５年３月３１日まで，その効力を有する。 
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   国立大学法人愛媛大学女性研究者育成プラン事業評価委員会設置要項 

 

 （趣旨） 

第１条 この要項は，国立大学法人愛媛大学が実施する女性研究者育成プラン事業（以下「事業」とい

う。）に関する検証，評価及び提言を行うために置く，国立大学法人愛媛大学女性研究者育成プラン

事業評価委員会（以下「委員会」という。）について必要な事項を定める。 

 

 （業務） 

第２条 委員会の業務は，次のとおりとする。 

  (1) 事業の実施状況や事業の効果について，検証・評価すること。 

 (2) 事業に関する提言をすること。 

 

 （組織） 

第３条 委員会は，学識経験者その他適当と認められる者のうちから，学長が委した若干人の委員をも

って組織する。 

２ 委員の任期は，１年以内とし，再任を妨げないものとする。 

 

 （委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，委員の互選により選出する。 

２ 委員長は，会務を総括し，その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。 

 

 （委員会） 

第５条 委員会は，必要に応じ，開催するものとする。 

２ 委員会は，委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員長が必要と認めるときは，委員以外の者を出席させ，説明又は意見を聴くことができる。 

 

 （雑則） 

第６条 この要項に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が定める。 

 

   附 則 

 この要項は，平成２３年１１月１０日から施行し，平成２３年１０月１日から適用する。 
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